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国内特許出願に係る手続

：大学（イノベーション推進部門）：職員等 ：特許庁

これは 2024 年3 月時点のものです。最新の手続はイノベーション推進部門におたずねください。
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問題なし

問題あり

約2ヶ月

出願から
1年6ヶ月
で公開

出願から
３年以内

成
果
が
生
ま
れ
た
！

Start! ①発明等届出書の提出

②産学連携URAによるヒアリング

④明細書（弁理士が作成）のチェック

⑤特許出願

⑥審査請求を希望

⑦知的財産審査委員会にて
審査請求の要否を審査

⑧審査請求

特
許
と
し
て

登
録
し
た
い
！

⑪特許査定

⑫ 3年分の特許料納付

⑬ 特許登録

③先行技術調査
知的財産審査委員会で特許性の有無等を審査

⑮ 知的財産審査委員会にて登録から3年後以降
特許を維持するかどうか毎年審査

⑯ 特許料納付

出願から
20年で
特許権満了

大学帰属に決定

⑨実質審査

⑩意見書・補正書
を提出

拒絶理由通知への対応検討（弁理士も入る）

拒絶理由通知

⑭実用化状況のヒアリング

場合によっては
何度もやり取り
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まずは様式をチェック！
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国際特許出願に係る手続

：大学（イノベーション推進部門）：職員等 ：特許庁：JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）

職員等 イノベーション推進部門 特許庁

各国特許庁

日本出願から
1年以内

JSTの支援を
受けるには、企業と
・共同研究契約
・ライセンス契約
を締結していることが

必要です。

Start!

⑤ヒアリング対応

⑨ PCT（国際特許）出願

⑩ 国際調査報告書・見解書

⑪ 対応検討

　 出願の翻訳文提出等
権利取得のために必要な手続

①日本出願（基礎出願）②外国出願の希望を確認

③ 発明概要書を作成・提出

④ ①から６ヶ月以内に
JST外国出願支援を申請

⑥審査

⑬国際予備審査

⑯①から24ヶ月以内に
JST外国移行支援を申請

⑮ 発明概要書をブラッシュアップ

⑱審査

⑰ヒアリング対応

⑦採択通知

⑲各国移行採択通知

    各国審査

⑧明細書（弁理士が作成）のチェック

⑫国際予備審査請求
答弁書・補正書の提出

⑭国際予備審査報告書を送付

⑳翻訳文検討
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これは 2024 年3 月時点のものです。最新の手続はイノベーション推進部門におたずねください。
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